






























































第２回 指定都市７市による大都市制度共同研究会  

次    第 

 
 
 
 
 
 
 

１ 開会 

 
 

２ 議事 

 

(1)  研究会の日程及び研究項目 

 

(2)  中間報告イメージ・検討項目・イメージ・結論・討議資料 

 

(3)  その他 

 
 

３ 閉会 

 

日時：平成 24 年１月 18 日（水） 

午後１時 30 分～午後３時 30 分

場所：指定都市市長会事務局会議室 
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タイプライターテキスト
参考資料４
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研究会の日程及び研究項目（改訂版） 
 

１ 検討の前提 

  指定都市市長会が創設を提案する、あるべき大都市制度の選択肢としての

「特別自治市」構想に基づき、具体的な内容の検討を行うことを目的とする。 

  

２ 検討の視点 

(1) 特別自治市創設のメリット 

(2) 各市の実情を踏まえた都市内分権のあり方 

(3) 大都市制度における広域連携のあり方 

(4) 今後の広域自治体と基礎自治体のあり方 

(5) その他 

 

３ 日程・研究項目 

(1) 平成 23 年度 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な論点： 

●大都市圏に位置する大都市の規模、能力と特別自治市創設のメリット

について 

・ 大都市が担う役割（事務権限等） 

・ 大都市のメリット（規模によるもの、一体性によるもの） 

・「基礎自治体適正規模論」の検証 

・広域自治体との役割分担（広域自治体の規模・機能の整理） など

主な論点：  

●特別自治市における都市内分権のあり方について 

・行政区制、法人区制（特別区制）の検証 

・行政区制度における区の役割 

・行政区制度における住民自治の充実・仕組みの構築  など 

◇第２回（平成 24 年１月 18 日） 

◇第３回（平成 24 年２月～３月） 

◇第１回／設置（平成 23 年 10 月 31 日） 

主な論点：当面の研究項目及び研究スケジュール 

平成 24 年３月下旬 中間報告発表（７市同時発表） 
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(2) 平成 24 年度（秋ごろまでに４回程度開催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

主な論点 

●特別自治市創設時の税財政制度のあり方について  

●特別自治市が担う水平連携のあり方について 

●大都市制度創設後の広域自治体・基礎自治体のあり方について 

●その他特別自治市の制度設計について     など 

平成 24 年 11 月下旬 最終報告（各市長出席予定） 



 第２回 指定都市７市による大都市制度共同研究会 

中間報告イメージ・検討項目・検討イメージ・討議資料一覧 

中間報告イメージ 検討項目 検討イメージ 

１ 研究会設置の趣旨・検討経過 

２ 特別自治市の概要 

○現状・課題認識 

○特別自治市の概要 

 

 

 

 

３ 特別自治市創設のメリット 【第２回研究会で検討】  

○大都市が担うべき役割 

○大都市の効率性 

 

 

 

○大都市が担うべき役割

○大都市の規模と効率性

 

 

 

○基礎自治体の役割や住民自治・団体自治、それぞれのあり方を明確にした上で、あるべき都市

の規模能力を示す。 

○それぞれの地域の特性を踏まえながら、自主的・自立的に住民の福祉の増進、住民自治の充実

を図る。その役割を十分果たすために適正な規模能力が必要 

○大都市圏における指定都市の役割・行政需要に応えるためには、単なる人口の多寡を基準とし

た議論ではなく、それぞれの基礎自治体が人口規模も含む地域特性に応じ、事務権限・財源を有

することができる仕組みを講じることが重要 

○大都市はそのスケールメリット等を活かして効率的・効果的な行政運営を行うことができる。 

○二重行政の解消 ○二重行政についての考

え方の整理 

○狭義と広義、そのいずれも「二重行政」として捉える。 

○二重行政の解消には包括的・一元的な事務権限の移譲が必要 

○特別自治市の創設により、二重行政の解消が可能 

○広域自治体の役割 ○広域自治体の役割 

○大都市と広域自治体と

の役割分担 

○広域自治体を取り巻く状況、課題等を踏まえ、その役割を検討する。 

○広域自治体の役割は、広域行政・調整と小規模自治体の補完をメインとすべき。 

４ 特別自治市における区のあり方 【第３回研究会で検討】 

① 特別自治市における区のあり方 

② 行政区制度における区の役割 

③ 行政区制度における住民自治の充実・仕組みの構築 

５ 最終報告に向け検討すべき課題  

※ 特別自治市の概要については、指定都市市長会で公表している内容をもとに記載する。 
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次   第 

 
 
 
 
 
 
 

１ 開会 

 
 

２ 議事 

 

(1)  中間報告イメージ・検討項目・検討イメージ・討議資料 

 

(2)  その他 

 
 

３ 閉会 

 

日時：平成 24 年２月 15 日（水） 

午後１時 30 分～午後３時 30 分

場所：指定都市市長会事務局会議室 

参考資料５ 
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中間報告イメージ・検討項目・検討イメージ・討議資料一覧 

 

中間報告イメージ 検討項目 検討イメージ 

１ 研究会設置の趣旨・検討経過 

２ 特別自治市の概要 

○現状・課題認識 

○特別自治市の概要 

 

 

 

 

 

○大都市の歴史、成立ち、分割によるデメリットなどから大都市の一体運営の必要性を示す。 

３ 特別自治市創設の意義 

○大都市が担うべき役割 

○大都市の効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第２回研究会で検討】 

○大都市が担うべき役割 

○大都市の規模と制度創設の

効果 

○特別自治市への懸念に対す

る解決策 

 

 

 

 

 

 

○住民に最も身近な基礎自治体が大都市経営を行うことが最善 

○基礎自治体の役割や住民自治・団体自治、それぞれのあり方を明確にした上で、あるべき都市の規模能力を

示す。 

○それぞれの地域の特性を踏まえながら、自主的・自立的に住民の福祉の増進、住民自治の充実を図る。その

役割を十分果たすために適正な規模能力が必要 

○大都市圏における指定都市の役割・行政需要に応えるためには、単なる人口の多寡を基準とした議論ではな

く、それぞれの基礎自治体が人口規模も含む地域特性に応じ、事務権限・財源を有することができる仕組みを

講じることが重要 

○大都市はそのスケールメリット等を活かして効果的な行政運営を行うことができる。 

 

○二重行政の解消 

 

 

 

○二重行政についての考え方

の整理 

 

 

○狭義と広義、そのいずれも「二重行政」として捉える。 

○二重行政の解消には包括的・一元的な事務権限の移譲が必要 

○特別自治市の創設により、二重行政の解消が可能 

 

○広域自治体の役割 

 

 

 

○広域自治体の役割 

○大都市と広域自治体との役

割分担 

○広域自治体を取り巻く状況、課題等を踏まえ、その役割を検討する。 

○広域自治体の役割は、広域行政・調整と小規模自治体の補完をメインとすべき。 

 

 

 

 

 

※ 特別自治市の概要については、指定都市市長会で公表している内容をもとに記載する。 
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中間報告イメージ 検討項目 検討イメージ 

４ 特別自治市における区のあり方 【第３回研究会で検討】  

○特別自治市における区のあり方 

 

 

○行政区と特別区のメリッ

ト・デメリットの検証 

 

○効率性、市の一体性の観点から、特別自治市の内部の区は行政区であることが望ましい。 

 

○特別自治市の区の役割 

 

 

 

○特別自治市の区に必要な機

能・組織と区役所の今後のあり

方 

 

 

○区で担うべき事務と市で担うべき事務について具体的に検討 

○区に必要な機能・組織 

○これからは、地域支援機能の充実が必要となってくる。 

 

○特別自治市における住民自治の

充実・仕組みの構築 

○指定都市における現在の取

組内容を参考に住民自治を充

実させるための仕組みを検討 

○大都市には区及び地域における住民自治を充実する仕組みが必要 

 

 

   

５ 最終報告に向け検討すべき課題 

 

○特別自治市創設時の税財政制度のあり方について 

○特別自治市が担う水平連携のあり方について 

○大都市制度（特別自治市制度？）創設後の広域自治体・基礎自治体のあり方について 

○その他 

 



第１回８市連携市長会議 

議事次第 

 

 

 

１  開会 

 

 

２ 議事 

（１）８市連携市長会議による取組について 

 

 

３ 意見交換 

 

 

４ 閉会 

 

 

＜配付資料＞ 

資料１ ８市連携市長会議名簿 

資料２ ８市連携市長会議による取組について（案） 

資料３ 意見交換テーマ 

参考資料 ８市の地図、８市の人口及び面積 

日時：平成２３年１２月２６日（月） 

  １ ０ ： ０ ０ ～ １ １ ： １ ０ 

会場：横 浜 情 報 文 化 セ ン タ ー 情 文 ホ ー ル 

sysmente
タイプライターテキスト
参考資料６

sysmente
タイプライターテキスト

sysmente
長方形



 

８市連携市長会議名簿 

 

 

横浜市長     林   文 子 

 

川崎市長      阿 部 孝 夫 

 

横須賀市長   吉 田 雄 人 

 

鎌倉市長     松 尾   崇 

 

藤沢市長     海老根 靖  典 

 

逗子市長     平 井 竜 一 

 

大和市長     大 木   哲 

 

町田市長     石 阪 丈 一 

資料１ 
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平成 年 月 日 

８市連携市長会議による取組について（案） 

 

１．水平的・対等な連携が必要な背景、趣旨                                    

〇 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、大和市及び町田市の８市

は、人口約６８０万人が居住する巨大な圏域であり、居住、就労、教育、余暇活動

などの市民生活の範囲は、市域を越え密接につながっています。 

〇 そのような中、大都市部に共通する少子高齢化・生産年齢人口の減少による社会

保障費増加や税収減少、公共施設の更新などの課題に加え、環境問題、観光振興、

広域交通ネットワークの形成、東日本大震災を踏まえた防災対策など、市域を越え

た課題が顕在化しています。 

〇 一方、国においては、基礎自治体の自主性、自立性を高める地域主権改革による

基礎自治体への権限移譲等が進められており、移譲された権限に基づき、効果的・

効率的に事務を実施するためには、今後、お互いの都市が協力して事務を処理する

など、基礎自治体が連携して取組むことも求められます。 

〇 広範で複雑な課題を解決し、各市の市民サービスを維持・向上していくためには、

これまで積み重ねてきた各市の自治の歴史や自主性を尊重しつつ、それぞれの基礎

自治体がもつ行財政運営に係るノウハウを、圏域全体の発展のため共有することが

必要です。 

 

２．８市連携市長会議                                      

（１）会議の目的 

   地域の課題を的確に把握し、迅速かつ柔軟に対応できる基礎自治体である８市間

において、水平的・対等な連携を構築し、広域的な課題解決を進めることで、圏域

全体の更なる発展を目指します。 

（２）会議の概要 

〇 ８市間による水平的・対等な連携に関する協議の場として、横浜市長（座長）、

川崎市長、横須賀市長、鎌倉市長、藤沢市長、逗子市長、大和市長、町田市長で

構成する８市連携市長会議を開催します。 

〇 ８市連携市長会議の結果を踏まえ、８市の担当部署において、具体的な連携項

目、進め方等の協議を進めます。 

資料２ 
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３．想定される連携内容の例                                    

 〇 環境問題に関すること                          

環境問題については、市民生活や経済活動へ与える影響が深刻になっていること

から、国だけでなく地方も喫緊の対策が求められており、また、１つの都市だけで

なく、広域的な問題として捉え、圏域で対応することも有効であることから、今後、

８市で連携した環境問題対策の取組 

〇 観光振興に関すること                               

  観光は、消費拡大、産業振興や雇用拡大により、地域経済への波及効果を及ぼす

ことから、各市は重点的に観光振興に向けた取組を進めていますが、今後、８市が

持つ多様な観光資源を有機的に結び付け、相乗効果を上げていくことも必要である

ことから、 既に都市間連携として実施している「近隣都市観光事業連絡会議（川崎

市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、横浜市）」や、広域的な地域交流や連携強化のため

の広域道路ネットワークの形成を引き続き推進するなど、競争力のある観光圏域に

向けた取組 

〇 地域主権の進展に伴い、各市が協力する事務処理に関すること                   

   政府は「地域主権戦略大綱」に基づき、「住民に身近な行政はできる限り地方公

共団体にゆだねることを基本」としたうえで、市町村への権限移譲を進めており、

権限移譲される事務を効果的・効率的に実施するためには、複数の市が共同で対応

することも有効であると考えられることから、協力して事務を処理する仕組みの研

究 

 



   逗   子   市   

意見交換  

テ ー マ 
羽田空港の国際化に伴うグローバル化に目を向けた取組の検討  

 

 １  趣旨  

 

   羽田空港の国際化に伴い、海外から神奈川県及び東京都へのアクセスがよ

り便利なものとなって来た。  

そうした新たな環境の中で、物流や人的交流による産業技術、芸術文化の

発展や、観光客誘致などの面で、より大きな成果が期待できる状況となって

いる今、外国との交流体制づくりを近隣自治体と協働による施策として取り

組んでみてはどうか。  

例えば、本市では、観光や海外映画・ドラマの撮影地などで、自然環境を

生かした活用が考えられるが、各市がそれぞれの特色を生かし、一体となっ

た受け入れ体制を整備することも考えられるのではないか。  

 

 

 

 

２  各都市から意見をいただく内容  

  

 ①  市内企業の海外との取引・海外への進出にあたって、各市で実施している

特徴的な支援策  

 

  ②  海外からの観光客や、海外からの映画・テレビの撮影地の誘致に向けた各

市の取組内容  

 

③  各市の取組をより効果的にする、都市間連携での企業支援や海外からの観

光客・撮影地の誘致を実施するためにはどの様な環境整備が考えられるか。  

 

  ①～③の各内容について、いくつかの市から取組内容や御意見を伺いたい。  

 

 

 

 

 

資料３ 






